
令和２年２月吉日 

 

 

おむつ交換台の設置について 

 

産業振興ビルでは、おむつ交換台（子ども用）を設置しております。 

令和２年４月１日より使用可能時間が変更となります。 

つきましては、下記の表をご参照ください。 

 

記 

 

設置場所 玉野市築港１丁目１番３号 産業振興ビル 1 階多目的トイレ内 

機器の種類・数量 
折り畳み式おむつ交換台  1 台  

 ※使用重量：30 ㎏まで ※生後 1 ヶ月から 24 ヶ月のお子様を対象 

使用可能時間 
午前 8 時 30 分から午後 9 時 50 分まで 

 ※ただし、年末年始のビル休館期間は使用できません。(12/29～1/3) 

問合せ先 
一般財団法人玉野産業振興公社 0863-33-5000 

 (平日 午前 8 時 30 分から午後 5時 15分まで) 

  

  

 


